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江東区夢の島区民農園指定管理者募集要項 

Ⅰ 事業の概要 

１ 公募の趣旨 

区民に家庭菜園作りを通じ健全なレクリエーションの場を提供し、併せて緑化の推進を図るた

め設置した江東区夢の島区民農園の管理運営に、民間企業等の自由な発想やノウハウを活かした

事業運営により利用者満足度の向上・効率的な管理運営を図ることを目的として、平成２４年度

から指定管理者制度を導入しています。現在の指定管理期間が令和９年３月で終了するため、当

該施設の指定管理者を以下のとおり募集します。 

２ 対象施設 

(1) 施設の位置  江東区夢の島一丁目１番２号 

(2) 施 設 面 積  ７６２９．６８㎡ 

(3) 施設の概要  管理棟(トイレ併設)                １棟 

区民農園     (個人区画 10 ㎡) １８７区画 

(団体区画 30 ㎡)     ３区画 

バーベキュー施設(区民農園内)       ５基 

有料駐車場施設  普通車     ４６台 

※有料駐車場は、区民農園利用者専用駐車場ではありません。 

(4) 開園日時等 

施設名称 開園(場)日 開園(場)時間 

江東区夢の島区民農園 通 年 

(準備期間) ４月１日～４月末日 

(利用期間) ５月１日～翌年２月末日 

(整備期間) ３月１日～３月末日 

日の出から 

日没の時刻まで 

江東区夢の島区民農園駐車場 通 年 終 日 

※駐車場については、例年、区行事により使用できない日があります。 

３ 業務内容 

指定管理者は、主に以下の業務を実施します。詳細は、「江東区夢の島指定管理者業務仕様

書」（以下、「仕様書」という。）を参照してください。なお、指定管理業務の対象範囲は、別紙 1

「江東区夢の島区民農園全体図」に示す範囲を管理区域とします。 

(1) 農園の管理運営 

(2) 施設の維持管理 

(3) 区民及び利用者からの陳情対応、不正使用への対応 

(4) 区民農園の利用促進活動 

(5) 事務用品･消耗品等の購入及び管理 
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４ 業務に関する特記事項 

(1) 当該敷地については、東京都との間で１年更新の賃貸借契約を締結しているため、指定期間

中に返還が生じた場合は、指定管理業務開始時の状態に復旧するものとし、区は遺失利益を含

む損害の請求には応じません。なお、１０項の(５)「リスク分担表」の適用外とし、区が負担

する損害対象とはなりません。 

(2) 当該施設の光熱水費は、隣接する放置自転車駐輪場の使用料金についても一括して支払を行

い、支払後に放置自転車駐輪場の使用料金を算出(案分)し、区に別途請求を行うものとします。 

５ 指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間 

６ 法令等の遵守 

区民農園の管理運営にあたっては、以下の法令を遵守してください。 

(1) 地方自治法、同施行令及び同施行規則ほか行政関係法令 

(2) 労働基準関係法（労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等） 

(3) 食品衛生法、同施行令及び同施行規則 

(4) 東京都食品安全条例 

(5) 江東区区民農園条例及び同施行規則 

(6) 江東区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例及び同施行規則 

(7) 個人情報の保護に関する法律並びに江東区個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施

行規則 

(8) 江東区情報公開条例及び同施行規則 

(9) 江東区行政手続条例及び同施行規則 

(10) 江東区暴力団排除条例 

(11) 東京都福祉のまちづくり条例及び同施行規則 

(12) その他関係法令 

本契約期間中に前各号に規定する法令並びに条例及び規則に変更があった場合は、改正された

内容をもって仕様とします。 

７ 業務再委託の禁止 

指定管理業務の一部または全部を第三者に委託し、または請け負わせることはできません。ただ

し、保守管理業務、清掃業務、緑地管理業務、警備業務など区と協議して定める業務については、

この限りではありません。なお、再委託等をする場合は、区へ再委託業務計画書を提出してくださ

い。 

８ 管理運営に関する経費等 

(1) 指定管理業務に係る経費（指定管理料） 

ア 指定管理料は、施設の管理運営に要する経費(人件費、事業費、管理費、消費税等など)から、

それに係る収入(利用料金)を差引いた額とし、応募者が提案した指定管理期間の収支計画に

基づき、毎年度の予算範囲内で指定管理者と締結する年度協定により決定します。ただし、

応募者が計上した指定管理料は、区の算定過程で変更される場合があります。収支計画の策

定にあたり、過去３年における指定管理料の実績等を別紙 3「管理経費（参考）」に参考とし
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て示します。（指定管理料実績のみ令和７年度見込み分も含む。）年度終了時において、指定

管理者業務に係る経費（指定管理料）に過不足が生じても、特段の事情がない限り、協定額

の変更は行いません。 

イ 指定管理業務を区が示した水準及び指定管理者からの提案等のとおり実施できず、このことによ

って予算未執行額が生じたときは、当該未執行額を区に返還（精算）していただきます。 

(2) 管理運営に係る収入（利用料金） 

管理運営に係る収入（利用料金）は、指定管理者の収入とします。なお、ここでの利用料金

は、「区民農園使用料」及び「区民農園駐車場使用料」をいいます。 

利用料金は、区と協議･承認の上、条例で定める額の範囲内で利用料金の変更を行うことがで

きます。ただし、条例で定める額は指定期間中に変更が生じる場合があります。 

(3) 余剰金の取扱い 

指定管理者は、業務を区の要求どおり実施する中で、経営努力により生み出された経費削減

の分については、指定管理者が利用者サービスの向上等を目的とした維持管理や修繕、運営等

の費用として充当することを基本とします。そのうえで、当該事業年度の収支決算額に余剰が

生じた場合は、その余剰額の一定割合を当該年度終了後から区の出納閉鎖前までに区へ納付金

として納付するものとします。なお、区への納付金の割合については、提案事項とします。た

だし(1)イに示した未執行額は余剰金に参入しないものとします。 

(4) 自主事業の取り扱い 

自主事業による費用や収入は、指定管理料や納付金には含めないものとします。 

(5) 口座の管理 

本指定管理業務に係る経費等（支出及び収入）の管理は、専用の口座で管理してください。

ただし、自主事業に係る経費や指定管理者が自らの負担により備品等を購入する際は、この口

座を使用しないでください。 

９ 管理上の一般的注意事項について 

指定管理者が管理するにあたって、以下の事項を遵守してください。 

(1) 管理業務を円滑に実施するための体制を整備し、施設の維持管理運営に努め、利用者に対

して適切なサービス提供を行うこと。 

(2) 配置勤務人数、業務形態、服務規則、業務管理体制、業務責任者の指定と役割及び連絡体

制などを明確にするとともに、施設の管理運営に係る研修等を実施し、業務従事者への指導

教育を行うこと。 

(3) 個人情報の取扱いには十分留意し、漏えい、滅失及びき損を防止すると共に、業務従事者

への教育を徹底するなど必要な措置を講じること。また、指定期間内、指定期間満了後、若

しくは指定取消後において、業務上知りえた内容をみだりに他人に知らせ、又は自己の利益

のために使用しないこと。 

(4) 業務上、作成又は受領する文書等は、適正に管理及び保存すること。 

(5) 会計帳簿を整備し、常に経理状況を明らかにし、適正な公金管理を行うこと。また、現金

の取扱について、事故防止体制を整えること。 

(6) 備品等の管理について、台帳を整えて適正に管理すること。 

(7) 環境に配慮した商品、サービスの購入を推進し、エネルギー消費量の削減等に努めるこ
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と。 

(8) 管理施設で事故が生じたときは、第一義的に指定管理者の責任において解決を図り、解決

にあたっては、諸法令の条件の下、誠意をもって行うこと。また、事故発生時には、速やか

に区に報告し、事故対応後(解決後)に報告書を区へ提出すること。 

10 江東区と指定管理者の責任分担 

指定管理業務に係るリスク分担は、別紙 4「基本協定書（案）別紙 3 のリスク分担表」に示す

とおりとします。 

なお、分担表に疑義がある場合や分担表に定めがない事象が生じた場合は、区と指定管理者は

事案ごとに協議を行うこととします。 

11 事業の評価（年度評価・第三者評価）・取り消し 

区では指定期間中に事業評価を行います。その結果、指定管理業務が基準を満たさないと判断

した場合、是正勧告を行います。改善が認められない場合は、指定を取り消す場合があります。 

12 協議 

本要項に規定する業務等について疑義が生じた場合は、区と指定管理者が協議し決定します。

その他、本要項に定めのない事項については、区と指定管理者が協議のうえ決定します。 
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Ⅱ 指定管理者の募集及び選定 

１ 基本的な考え方 

指定管理者の募集にあたっては、「公募型プロポーザル方式」を採用し、審査の結果、最も優れた

提案者を指定管理者候補者とします。指定管理者の指定に係る江東区議会による議決を経た後、指定

管理者候補者は、区と基本協定を締結し、指定管理者となります。 

2 応募資格 

法人その他の団体（以下、「法人等」という。）、若しくはその連合体とし、個人での応募は不可とし

ます。 

なお、次に該当する法人等は、応募者になることができません。また、応募は 1 法人等につき 1 つ

までとし、単体もしくは連合体に関わらず複数の応募は認めません。もし、複数の応募が認められ

た場合は、単体および関連する連合体はすべて失格とします。 
(1) 本業務を安定的かつ円滑に遂行できる財務能力を有しない者 

(2) 選定評価委員会委員が経営又は運営に関与している者 

(3) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者 

(4) 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続きをしている者 

(5) 江東区から指名停止措置を受けている者 

(6) 国税及び地方税を滞納している者 

(7) 地方自治法第 244 条の 2 第 11 項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して 2 年を経

過していない者 

(8) 経営者又は代表者等（法人においては役員等）及び従事者、並びに経営監督する立場にある法

人及び個人において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

に規定する暴力団関係者と関係があると認められるとき 

応募資格の確認は、応募受付時点とします。ただし、応募受付以降であっても(1)～(8)に抵触

したことが発覚した場合は失格とします。 

3 応募に関する事項 

(1) 応募・選定スケジュール 

・募集要項の公表 令和８年 ５ 月 ２５ 日 

・質問票の受付 ６ 月 １ 日 から ６ 月１０日 

・質問票の回答 
６ 月１７日  

※質問によっては回答が遅れる場合があります。 

・申請書等の提出期限 ６ 月２６日 

・第１次審査 ７ 月上旬 

・第１次審査結果及び通知 ７ 月中旬 

・第２次審査 ７ 月下旬 

・公の施設に係る指定管理者 

選定評価委員会 
８月下旬 

・選定結果通知 ９月下旬 

・指定管理者の指定議決 １０月下旬 

・公表 １１月中旬  
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・業務引継･協議 １１月下旬から 

・協定締結 令和９年 ３ 月中旬 

・管理の開始 ４ 月 １ 日 

(2) 申請書等の提出先 

江東区土木部施設保全課庶務係 

〒１３５－００４２ 江東区木場２－１１－１ 道路事務所３Ｆ 

電話 ０３－３６４２－５０９９（直通） 

※受付時間は、午前９時から正午、午後１時から午後５時まで(土日祝日は除く、最終日の

み午前９時から正午)です。 

※申請書を提出する際は、事前に電話にてご連絡ください。 

※申請書の提出は直接持参してください。郵送･ＦＡＸ･電子メールでは受付できません。 

(3) 質問票の受付 

質問票（指定様式）に記入のうえ、電子メールで提出してください。なお、質問に対する回

答は、ホームページで公開します。 

E-mail  470701@city.koto.lg.jp 

(4) 申請にあたっての費用負担 

申請にあたっての費用は、申請者の負担とします。 

4 提出書類 

(1) 提出書類一覧 

提出書類 様式 枚数制限 
提出部数 

正 副 

１ 指定管理者指定申請書 第 1 号 1 枚 1 部 13 部 

２ 指定管理者事業計画書（５ヵ年） 第 9 号 
10 枚程

度 
1 部 13 部 

３ 収支計画書（５ヵ年） 
第 10

号 
各 1 枚 1 部 13 部 

４ 職員配置計画書 
第 12

号 
1 枚 1 部 13 部 

５ 再委託業務計画書 
第 13

号 
1 枚 1 部 13 部 

６ 法人等の概要 ― 1 枚 1 部 13 部 

７ 共同事業体協定書兼委任状（グループ応募の場合のみ） 
第 14

号 
1 枚 1 部 13 部 

８ 
定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類、法人

又は団体のパンフレット等の事業概要 
― なし 1 部 13 部 

mailto:470701@city.koto.lg.jp
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９ 

(1) 法人である場合 

 過去３年間の下記書類 

  ⅰ 法人納税証明書、法人事業税納税証明書及び消

費税納税証明書（未納がない旨の証明書） 

ⅱ 貸借対照表 

ⅲ 損益計算書 

ⅳ 販売費及び一般管理費明細書 

(2) その他の団体である場合 

 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算

書及び過去２ヵ年の収支決算書 

※(1)・(2)ともグループ応募の場合は構成する団

体すべての分を提出すること。 

― なし 1 部 13 部 

10 

1～9の電子媒体（CD 又は DVD） 

ファイル形式の形式、様式を活用したものは

Microsoft Word または Microsoft Excel 及び PDF の

両方、それ以外のものは PDF とします。 

― なし 2 部 ― 

 ※Ａ４判、日本語表記で記入すること。 

   ※区が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。 

  ※指定様式に記入できない場合は、別紙により提出すること。 

(2) 留意事項 

ア 資格要件を欠くもの、申請書類に虚偽又は不正があった場合は、申請が無効又は失格とな

ります。また、提出書類については、内容等を変更することはできません。 

イ 提出書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。また、返却は行いません。 

ウ 提出書類の著作権は申請者に帰属しますが、区は、指定管理者の決定の公表等により必要

な場合、無償かつ申請者の許可なく使用できるものとします。 

エ 申請書類の提出後に辞退する場合は、辞退届を提出してください。 

5 選定に関する事項 

選定にあたっては、「江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会設置要綱」第 6 条の規

定に基づき設置した「江東区土木部所管施設専門部会」の審査員（第 1次審査：12名、第 2 次審

査：7 名）により審査を行い、「江東区公の施設に係る指定管理者選定評価委員会」で指定管理者

候補者を選定します。 

審査員は、選定・評価基準に基づき審査を行います。すべての基準が評価の対象となるため、

事業計画書等に提案事項などの記載漏れが無いようにしてください。選定・評価基準は、別紙 5

「選定・評価基準」を参照してください。 

(1) 第 1 次審査（書類審査） 

申請者から提出された書類を元に評価及び審査を行い、第 1 次審査通過者を選定します。第 1次

審査通過者は、上位 3 者程度を予定しています。第 1 次審査の結果は、応募者全員に郵送で通知し

ます。 

(2) 第 2次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

第 1次審査通過者に対し、プレゼンテーション及びヒアリング方式により第2次審査を行います。

申請者の代表者及び代理の者を含む 3 名までが出席できるものとします。 

第 1 次審査と第 2 次審査の結果をもとに、選定評価委員会が総合的に検討し、指定管理者候補者

を選定します。 
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(3) 指定管理者候補者の決定 
区は、選定評価委員会の報告を受け、候補者を決定します。 

(4) 協議 
区は、指定管理者候補者と細目協議を行います。協議が整わない場合や指定管理者候補者が辞退

した場合は、選定評価委員会の総合評価で次点の申請者が指定管理者候補者に繰り上がるものとし

ます。 

(5) 指定管理者の指定の議決 
指定管理者は、令和 8 年 10 月開催予定の江東区議会の議決を経て、指定(決定)される予定です。 

(6) 公表 
選定の経過及び結果は江東区のホームページなどで公表いたします。 

(7) その他 
基準点を満点の 6 割とし、すべての申請者が基準点に満たなかった場合は、本公募において指定

管理候補者は選定しないものとします。 

6 協定の締結 

指定管理者の指定後、指定管理業務に関し、包括的な事項を定めた基本協定及び年度ごとの管

理費用等を定めた年度協定を締結します。 

(1) 基本協定事項 

申請書類及び区の基準に基づき、協議のうえ具体的な業務内容を決定し、基本協定を締結しま

す。基本協定には以下の事項を規定します。基本協定の詳細な内容は、別紙 4「基本協定書

（案）」を参照してください。 

ア 協定の趣旨、指定管理者が行う業務の内容、指定期間、事業計画、責任者及び必要な職員

の配置に関する事項 

イ 指定管理者の責務、利用承認及び取消し、減免、事業の基準、利用料金及び苦情に関する事項

等 

ウ 事業報告、業務報告、評価に関する事項 

エ 経費の支払い及び精算方法等に関する事項 

オ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

カ 管理業務を行うにあたって保有する情報の公開に関する事項 

キ 個人情報保護に関する事項 

ク 再委託に関する事項 

ケ 監査に関する事項 

コ 財産管理に関する事項 

サ その他事項 

(2) 年度協定事項 

ア 当該年度の管理費用等に関する事項 

報告書等の提出時期など基本協定の実施に伴う細目的事項 

イ その他事項 

業務の引継に関する事項等（初年度のみ） 
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(3) 協定が締結できない場合 

区は、指定管理者が協定の締結までに以下に該当する場合は、その指定を取消し、協定を締結

しない場合があります。 

ア 正当な理由がなく協定の締結に応じないとき 

イ 財務状況等の悪化により、業務の履行が確実でないと確認できたとき 

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき 

エ 応募（申請）資格を喪失したとき 

オ 虚偽不正の申請が判明したとき 

7 事業継続困難時の措置 

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、速やかに区に報

告してください。 

(1) 区は、指定管理者の責めに帰すべき事由により、適切な業務の継続が困難となった場合、

改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及びその実施を求めます。なお、指定管理者が

当該期間内に改善できなかった場合、区は指定を取り消すことが出来ることとします。 

(2) 上記により、指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続が困難と

なった場合は、業務の継続の可否等について協議を行います。 

8 その他 

指定管理者の指定の決定は、江東区議会において「指定管理者の指定」が議決された後となり

ます。指定後、協定発効までの期間は、各種印刷物作成業務や事務引継ぎ及び各業務の習得等の

業務開始準備を行ってください。なお、令和９年３月３１日以前に業務引継ぎ等に要した費用は、

全て指定管理者として選定された団体の負担とします。 
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Ⅲ 提案に関する条件 

１ 提案に関する条件 

提案にあたっては、以下を踏まえた提案内容としてください。 

(1) 本要項「Ⅱ指定管理者の募集及び選定 ４ 提出書類」に示す各様式を用いること。 

(2) 江東区みどりの基本計画及び江東区生物多様性地域戦略等に合致した事業計画とすること。 
(3) 関連法令を遵守すること。なお、関連法令とは業務仕様書に示すものを含む。 

２ 指定管理料の提案価格 

提案価格は、指定管理者が想定する指定管理料の額の提案を求めるとともに、納付金（「Ⅰ事業の概

要 8 管理運営に関する経費等 ⑶ 余剰金の取扱い」で示す納付金）の納付率の提案を求めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

江東区 土木部施設保全課庶務係 担当：田中・佐野    

電話：０３（３６４２）５０９９  E-mail：470701@city.koto.lg.jp 
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